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はじめに

筆者は先に「賃借人の登場－近世後期におけるオラ

ンダ船脇荷貿易システムの改変とその実態－」（『洋学』

第 23 号、平成 28 年）を発表した。本拙稿においては、

出島商館職員や船員等の私貿易（脇荷貿易）関与・参

加が排除され、賃借人による独占的な脇荷貿易システ

ムに改変されたのが、天保 6 年（1835）であったこと

を明らかにし、あわせて、賃借人による同年の取引が

バタヴィアで政庁との間で結ばれた契約に基づいてお

こなわれていたことを具体的に考察・解明した。その

後発表した「近世後期における賃借人の脇荷貿易につ

いて－天保 7 年 (1836) を事例として－」（『鶴見大学

紀要』第 55 号第 4 部、平成 30 年）においては、天保

6 年にはじまった賃借人による脇荷貿易が翌天保 7 年

にはどのように継続しておこなわれていたのか、オラ

ンダ側・日本側両史料を検討し、その実態を考察した。

その結果、前年度同様、天保 7 年の脇荷貿易はバタヴィ

アで賃借人と政庁との間で結ばれた契約に基づいてお

こなわれており、脇荷取引の売上額の増加をみていた

ことが判明した。また、ウニコールの持ち渡りにみら

れるように政庁側の取引の一部を担い、高率の収益が

約束される取引を含みはじめていたことを明らかにし

た。

本稿は、上記二点の拙稿に続くものとして、賃借人

による脇荷貿易が天保 8 年 (1837)・同 9 年 (1838) に
どのように継続しておこなわれたのか、オランダ側・

日本側両史料を検討し、その実態を考察するものであ

る。

第 1 章　天保 8 年（1837）の脇荷貿易

既に考察したように、1835 年（天保 6）の段階で、

バタヴィア政庁によって 1836 年 ( 天保 7) から 1838
年 ( 天保 9) までの 3 年間の脇荷貿易賃借人として、

商人ヘーフェルスとファン ･ ブラーム de kooplieden 
Gevers en van Braam が決められた。(1) 同賃借人とバ

タヴィア政庁の一部局である物産民間倉庫局長 den 
Directeur van 's lands Producten en Civiele Magasijnen と
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の間で 1835年 (天保 6)7月 4日付の契約書が交わされ、

上記 3 年間はこの契約書に基づいて脇荷貿易がおこな

われたと考えられる。したがって、本稿の考察対象で

ある天保 8 年・同 9 年の脇荷貿易は、商人ヘーフェル

スとファン ･ブラームを賃借人とする貿易であり、天

保 7 年と同様の契約書のもとに進められていたと考え

られる。

そこで、本章においては、天保 8 年の脇荷貿易につ

いて考察していきたい。

天保 8 年の脇荷貿易に関するオランダ側史料として

は、まず前年天保 7 年に日本側からオランダ側に発

注された阿蘭陀通詞作成の注文書 Eisch van Kambang 
Goederen voor het aanstaande jaar 1837.（来る 1837 年用

のカンバン貿易〔脇荷貿易〕に関する注文書）(2) を挙

げることができる。本史料を拙訳を付して示すと表 1
のようである。ここにみられるように、日本側は、薬

品類・皮類・金属器類・小間物類・陶磁器類・ガラス

器類など、従来から取引されている品々と同様の脇荷

物を注文していることがわかる。なお、末尾に記され

ている「総計約 50,000 テール持ち渡らなければなら

ない」は、契約書第 4 条にいう「カンバン貿易のため

の資金は、（中略）その年の送り状の仕入値で、合計

50,000 グルデン以上になってはならない」(3) を踏まえ

てのことであろうが、単位がグルデン (gulden) ではな

くテール (theil) になっているのは阿蘭陀通詞の誤りで

あろう。また、つづいて「もし、会社〔荷物〕で持ち

渡る反物や薬品がカンバン〔荷物〕で持ち渡られるな

ら、それは、会社〔荷物〕の購入〔品〕としての持ち

渡りとなるであろう」と記しており、カンバン荷物（脇

荷物）として持ち渡っても、品物の種類によって会社

荷物（本方荷物）として扱われることを説いている。

実際、天保 8 年に賃借人が持ち渡った品物の中には、

会社荷物（本方荷物）となった商品が含まれていたが、

この点については後述したい。

さて、天保 8 年は、バタヴィアからオランダ船 1 艘

トゥエー・コルネリッセン号 Twee Cornelissen が長崎

港に入津している。この船には、前年につづいて脇荷

貿易の賃借代理人としてリスール C. Lissour が乗船し
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表 1　天保 8年（1837）向け脇荷物の注文
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てきた。リスールが持ち渡った輸入品を記す「送り状」

Factuur は未詳であるが、それに代わるものとして彼

が、バタヴィアで日本に商品を持ち渡ることを申告し

ている下記表題をもつ史料を挙げることができる。

Opgave der onderstaande artikelen, welke door den 
Pachter van den kambang handel van dit jaar naar 
Japan verzonden worden.
（今年のカンバン貿易〔脇荷貿易〕の賃借人によっ

て、日本に向けて送られる下記商品の申告書）(4)

本史料（以下、本章では「申告書」と略記する）は、

1837 年 6 月 13 日付でバタヴィアにおいて作成された

ものであり、賃借代理人のリスールの署名をもつ。な

お、本稿で使用する史料は写し afschrift であり、原本

と同一の写しであることを証明した物産民間倉庫局委

員長フェルミューレン A. R. Vermeulen の署名をもつ。

オランダ側は長崎に持ち渡った脇荷物の中から脇荷

取引を望む商品を選び、日本側に脇荷リストとして提

示することになっていた。天保 8 年の場合、本リスト

は未詳であるが、それを日本側（阿蘭陀通詞）が翻訳

したものとして「崎陽齎来目録」六 (5) に所収されて

いる「脇荷物高」のリストを挙げることができる（以

下、本章では「積荷目録」と記す）。

オランダ側史料である「申告書」に「積荷目録」を

照合することにより、賃借代理人が持ち渡った脇荷物

の中の脇荷取引用の商品とそれ以外（脇荷取引以外の

取引の商品など）がわかるが、「申告書」の記事が多

数の品目名のもと、数量・仕入価格・仕入価額等々詳

細をきわめているため、本稿においては、全ての商品

を示すことを避け、日本側史料「積荷目録」に「申告

書」を照合する形で示し脇荷取引用の商品のみを提示

しておきたい（表 2）。
表 2 より脇荷物（脇荷取引用）の種類と数量に関し

ては、従来とほぼ変わりはなく、先に掲げた表１に応

えるように薬品類、硝子器・陶磁器などの食器類、皮革・

顔料・時計等々、雑貨・小間物類などからなっている

ことがわかる。なお、「申告書」の総額は 48,197.08 
グルデンであり、契約書第 4 条にいう「その年の送り

状の仕入値で、合計 50,000 グルデン以上になっては

ならない」(6) が守られていることがわかる。

脇荷取引は、本方取引と違いオランダ人が持ち渡っ

た商品（脇荷物）を長崎会所において日本商人が直接

入札する取引であるが、(7) 天保 8 年の脇荷取引の結果

を記した日本側史料としては、「酉紅毛船脇荷物帳」(8)

を挙げることができる。本史料には取引商品名と数量

ならびに落札価格と落札商人名を記録しており、天

保 8 年の脇荷取引の実態をみるのに最も詳細な現存史

料といえる。したがって、本稿では、本史料によって

得られた結果を作表し提示しておきたい（表 3）。表 2

では、表 3 で各品目に付した頭注番号を「脇荷物帳（表

3）番号」として「積荷目録」'Opgave'（＝申告書）に

照合する形で記しておく。

表 2・3 より表 2 の「積荷目録」に記された「薬種類」

「硝子器類」「焼物鉢類」「焼物類」「時計并遠目鏡其外

細物類」などの具体的日本側商品名を確認できる。し

かし、オランダ側商品名に関しては、先に述べたよう

に「申告書」の品目数が多数に及ぶため、詳細な照合

が現段階では困難といわざるを得ない。

なお、脇荷取引以外の商品としては、「申告書」お

よび後掲史料 1 より、書籍類や反物類、さらに誂物（注

文品）となったウニコールなどが存在していたことが

わかる。

次に、輸出品に関しては、オランダ側史料として

Globale aantooning van de inkoopwaarde der goederen, dit 
jaar door den Kambangpachter naar Batavia uitgevoerd.（今

年、脇荷貿易賃借人によりバタヴィアへ輸出される商

品の購入価額概算書）(9) が残されている。本史料は、

出島において、1837 年 11 月 18 日（天保 8 年 10 月 21
日）付で、商館長ニーマン J. E. Niemann によって作

成されたものである。本史料により詳細は未詳ではあ

るが、輸出品の種類と価額（概算）がわかる（表 4）。
すなわち、染織類・漆器・陶器・籠細工・蠟・茶、そ

の他小間物類などからなり、総額で 80,000 カンバン

テールに及んでいる。

以上、限られた史料より天保 8 年の脇荷貿易に関し

て主に品物（脇荷物）を中心にみることができたが、

この年の脇荷貿易の規模は、どれくらいであったの

だろうか。商館長ニーマンの署名をもつ 1837 年 11 月

18 日付の Calculatieve aantooning van het resultaat dat de 
Kambanghandel dit jaar voor den pachter opgeleverd heeft. 
（今年カンバン貿易〔脇荷貿易〕が賃借人にもたらす

成果の見積書）(10) は、1837 年の日本における賃借人（賃

借代理人）の脇荷貿易によって得られる損益の見積を

記すものであり、この年の出島における脇荷貿易の収

支面の概要を知ることができる重要な史料と考えられ

る。したがって、以下、本史料を翻刻すると共に拙訳

を付して考察を加えてみたい（史料 1 ＜翻刻版＞・＜

拙訳版＞参照）。なお、史料 1 ＜拙訳版＞の各項目頭

注番号①～ は解説の便宜上、筆者が付したものであ

る。

まず、負債としては、①日本への輸入品の仕入額＋

②日本への輸入品にかかわる費用や経費・税など＝③

日本への輸入品関係の出費 72,295.50 グルデン、④賃

借人使用経費と費用 3,000.00 グルデン、⑤返送品すな

わち日本からの輸出品にかかわる保険・税・経費＋⑥

⑦日本からの輸出品にかかわる損失や経費、手数料、

その他＝⑧日本からの輸出にかかわる出費 13,440.00
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表 2　天保 8年（1837）オランダ船脇荷物（脇荷取引用）
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表 3　天保 8年（1837）オランダ船脇荷物の取引
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グルデン、⑨ 1837 年度の賃借権料 35,000.00 グルデン

となっており、以上のことから、③＋④＋⑧＋⑨の合

計⑩ 123,735.50 グルデンを負債総額と計算される。

次に、資産としては、⑪注文品（誂物）としてのウ

ニコールの売上金＋⑫⑬長崎会所に販売された品々の

売上金＋⑭脇荷取引以外で販売された商品の売上金＋

⑮脇荷取引で販売された商品の売上金＋⑯納入品支

払総額に対する割引額＝⑰合計 106,979.20 グルデン、

日本への輸入品の内、売れ残り品の仕入額（⑱～ ）

合計  3,823.25 グルデンとなっており、以上のことか

ら、⑰＋ の合計 110,802.45 グルデンを資産総額と

計算され、最終的に、 賃借人にとっての損失が（⑩

－ ）12,933.05 グルデンと見積もられている。

そこで、上記の各項目について、注目される点を挙

げると次のようである。

○①日本への輸入品の仕入額は、先述した「申告書」

の総額にあたるものであり（小数点以下切り捨て）、

契約書第 4 条（上述）に従っての額である。

○②・⑤にみられる輸出入税については、契約書第 6
条に従ってのことである。(11)

○この見積書には日本からの輸出品の仕入額が計上さ

れていない。これは、注記※ 1 でいう「輸出合計以上

の額が、前年度の繰越資金としてあり」その資金に

よって輸出品の仕入額が補われたからであろうか。ま

た、⑤日本からの輸出品にかかわる保険・税・経費を

算出するため、輸出品として「60,000〔カンバン〕テー

ルすなわち 96,000 グルデンの返送品」と記している。

先の表 4 で示したように日本からの輸出品の総額は

80,000 カンバンテールであったわけであるから、差額

の 20,000 カンバンテール分およびその経費 6％も「前

年度の繰越資金」により補われたという形をとってい

るのであろうか。もし、そうであったとすると、少

なくとも 101,200 カンバンテール（161,920 グルデン）

の前年度の繰越資金が必要となり、その額の多さに疑

問の残るところである。この点に関しては疑問点とし

て残し後考を俟つこととしたい。(12)

〇⑨賃借権料 35,000 グルデンは契約書第 12 条によっ

て決められている額である。(13)

〇⑪で記されているウニコールについては、先の拙稿

で考察したところである。(14) ウニコールは賃借人が

持ち渡った品物（脇荷物）ではあるが、誂物（本方荷物）

として使用されたものであり、またそのために持ち渡

りが許されていたものである。このシステムは既に前

年天保 7 年から始まっており、契約書第 5 条に従って

のことである。

〇⑫⑬長崎会所に販売された品々は、⑮脇荷取引およ

び⑭脇荷取引以外の取引に属さない品物であり、その

売上金合計 4,100 テールは⑭脇荷取引以外の取引の売

上金 7,300 テールの 0.56 倍に達している。契約書第 7
条にいう、脇荷物の は「彼ら〔賃借人〕によってカ

ンバン〔取引〕以外で、彼ら〔賃借人〕が彼らにとっ

て有用な状況に応じて、自己の危険負担として売り払

える」(15）ものであったが、それは、上記の⑪注文品（誂

物）として売られたウニコールと⑭脇荷取引以外の取

引の品々の外にも存在していたわけである。

以上、史料 1 の見積書を考察することにより、1837

表 4　天保 8年（1837）賃貸人（賃貸代理人）による輸出品の購入価額概算



江戸時代後期における賃借人の脇荷貿易について

112

史料 1〈翻刻版〉
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史料 1〈拙訳版〉
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年度の脇荷貿易は、1835 年にバタヴィアで結ばれた

契約が遵守されており、賃借人（賃借代理人）により、

48,197.00 グルデンの脇荷物が持ち渡られ、最終的に

12,933.05 グルデンの損失を出していることがわかる。

しかし、この見積書はあくまでも 1837 年 11 月 18 日

時点での出島における計算書である。後に、損失額が

上記のように多額であったことより、政庁は賃借権料

を 35,000 グルデンから 20,000 グルデンに減額してい

る。(16）また、賃借代理人がバタヴィアに帰ってから、

日本からの輸出品を売りさばくことによって収益がも

たらされ、最終的には黒字の取引として成立させてい

たと推測される。

第 2 章　天保 9 年（1838）の脇荷貿易

次に、本章においては、天保 9 年の脇荷貿易につい

て考察していきたい。

天保 9 年は、バタヴィアからオランダ船１艘スホー

ン・フェルボント号 Schoon Verbond が長崎港に入津

している。この船には、前年・前々年同様、賃借代理

人のリスールが乗船してきた。リスールが持ち渡っ

た輸入品を記す「送り状」Factuur (17) は、1838 年 6 月

22 日付（および追加記事として 6 月 26 日付）でバタ

ヴィアにおいて作成されたものであり、賃借代理人の

リスールと物産民間倉庫局長代理のブティン・ビック

Butin Bik の署名をもつ。なお、本稿で使用する史料

は写しであり、原本と同一の写しであることを証明し

た物産民間倉庫局委員長フェルミューレンの署名をも

つ。この送り状には各脇荷物の商品名・数量・仕入価

格・仕入価額等が記されている。

オランダ側は長崎に持ち渡った脇荷物の中から脇荷

取引を望む商品を選び、日本側に脇荷リストとして提

示することになっていた。前年度同様、天保 9 年の場

合も、本リストは未詳であるが、それを日本側（阿蘭

陀通詞）が翻訳したものとして「崎陽齎来目録」七 (18)

に所収されている「脇荷物差出」のリスト（以下、本

章では「積荷目録」と記す）を挙げることができる。

後掲の表では、本リストの全容がわかりずらくなって

いるため、以下にこのリストを紹介しておきたい。

　　　　脇荷物差出

一、椰子油  三百三十箱程     
一、黒檀    一万斤程   
一、サホン   四千斤程    
一、ｱﾝﾎﾝｳｦﾙﾄﾙﾎｳﾄ 六千二百斤程

一、水牛角 四千斤程    
一、藤 十五万斤程

一、甘草 三千斤程 
一、ハルサムコツハイハ 二十五斤程

一、蘆薈 千八百斤程

一、アラヒヤコム 千斤程

一、痰切 八百斤程 
一、オクリカンキリ 三百七十斤程 
一、ヱイスランスモス 四百斤程 
一、マク子シヤ 二十斤程

一、サフラン 三百斤程 
一、キナキナ 四百斤程 
一、フウローサアリイ 七百斤程

一、薬用砂糖 七十五塊程

一、鉢皿類 一万二千枚程

一、金唐皮 七千八百枚程

一、小切同 八千五百枚程

一、鏡 七箱

一、硝子器 十箱

一、焼物類 五箱

一、時計小間物切類 十六箱

天保 9 年の脇荷貿易関係の主な数量史料としては、

上記のオランダ側史料である「送り状」Factuur と、

日本側史料であるこの「積荷目録」が現状で確認でき

る程度であり、この 2 点の史料を突き合わせて一覧表

にすると表 5 のようになる。本表においては、各品

目を「送り状」Factuur に記載されている順に並べた。

その結果、（3）～（5）、（8）、（11）、（12）、（15）～（20）、
（24）のオランダ側商品名に「積荷目録」内の商品名

を一品目宛照合することが難しくなっている。その

ため、「積荷目録」のそれぞれの商品名欄には A ～ M
と記し、A ～ M に相当する可能性のある「積荷目録」

内の商品名を表 6 として示した。

上記照合作業によって、「送り状」Factuur に記され

た全ての商品が脇荷取引されたわけではないことがわ

かる。契約書第 7 条 (19) に従えば、仕入価額の は脇荷

取引され、 は賃借人の自由処分になったはずである。

例えば、（21）boeken &a. （書籍類その他）は全て自由

処分に当てられたと思われる。その他の品々について

も全ての数量を脇荷取引とせず、賃借人の自由処分に

なるものが含まれていたと推測される。また、この自

由処分の中には前年度・前々年度同様、ウニコールが

含まれ、本品（13）eenhoorn　 130 catties（ウニコー

ル　130 斤）は誂物（注文品）として持ち渡られたと

考えられるが、最終的にこの年の誂物の取引は成立し

なかった。(20)

なお、天保 9 年の脇荷物の種類は、従来と変わりは

なく、薬種類、硝子器・陶磁器などの食器類、皮革・

時計等々、雑貨・小間物類などからなっており、さら

に、自由処分としての書籍類や誂物として持ち渡られ

たウニコールも前年度・前々年度と同様である。

表 5 に記したように、天保 9 年の脇荷物の仕入総額

は、53,614.96 グルデンであった。これは、契約書第 4
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表 5　天保 9年（1838）オランダ船 1艘（Schoon Verbond）脇荷物

表 6　表 5のＡ～Ｍに相当する可能性のある商品
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条の「カンバン貿易のための資金は、（中略）その年

の送り状の仕入値で、合計 50,000 グルデン以上になっ

てはならない」(21) に反する額である。この点につい

ては、現時点においては未詳といわざるを得ないため、

後考を俟つこととしたい。

また、この年の出島における賃借人の脇荷貿易の損

失額は 16,471.54 グルデンであり、前年度よりもその

額が増したことより、賃借権料は、17,000 グルデンに

減額されている。(22)

おわりに

以上、本稿においては、天保 8 年・同 9 年の賃借人

による脇荷貿易について、現存するオランダ側・日本

側両史料を検討し、その実態を考察した。

両年共に前年の脇荷貿易を踏襲し、1835 年（天保

6）7 月 4 日付で賃借人とバタヴィア政庁との間で結

ばれた契約書に原則として基づいておこなわれていた

と考えられる。しかし、天保 9 年の場合は、脇荷物の

仕入総額が 50,000 グルデンを超えており、契約書第 4
条に反している。また、賃借権料に関しては、両年共

に契約書で決めている 35,000 グルデンは支払われず、

損失額に応じて減額されていることが判明した。

脇荷物の種類については、両年共に従来と変わりは

なく、薬種類、硝子器・陶磁器などの食器類、皮革・

時計等々、雑貨・小間物類などからなっており、さら

に、脇荷取引以外の取引用として書籍類が持ち渡られ

ていた。また、天保 7 年から始められたシステムとし

て両年の脇荷物の中に、誂物（注文品）として使用す

るためのウニコールが持ち渡られていたことは特筆さ

れることであろう。（なお、天保 9 年の誂物の取引は

成立しなかった）

賃借人による脇荷貿易がその後、いかなる変遷をた

どったか、その実態については今後さらに多くのオラ

ンダ側史料・日本側史料を検討し、事例を積み重ねて

いくことにより、明らかになっていくものと考えられ

る。
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